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はじめに 

 

 

平成 21 年度の定員管理研究会において、今後の地方公共団体の定員管理の推

進に当たっては、部門ごとの課題とともに、個別団体ごとの課題も多様になって

おり、地域の実情に応じた取組が求められていること、また、厳しい財政状況の

中、住民の信頼に支えられた行政を進めていくために、引き続き、各団体が主体

的に適正な定員管理に取り組む必要があることを提言しました。 

その際、住民への説明責任向上の観点からも、他団体との比較等を行う参考指

標の活用が有用であることを、あわせて提言したところです。 

そこで、平成 22 年度の研究会では、参考指標の情報提供の考え方、参考指標

の充実、参考指標を活用した定員の状況の公表について、平成 22 年７月以来、

５回の会議を開催し、地方公共団体における活用例等も参考としつつ、研究を行

いました。 

この度、研究会としての検討結果を整理し、ここにとりまとめを行うこととし

たものです。  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務省では、毎年、地方公共団体の職員数や配置の実態等を調査し、適正な定員管理の推進に資

することを目的として、地方公共団体定員管理調査を行っている。昭和 50年から、毎年 4月 1日現

在の職員数について調査を行っているもので、本書における定員関係の統計数値は、特に出典の記

載のあるものを除き、この調査によるものである。 

地方公共団体定員管理調査の概要 

１ 調査目的 

地方公共団体の職員数や部門別の配置等の実態を調査し、適正な定員管理に資することを目的とする。 

２ 調査対象団体 

   都道府県、指定都市、市、特別区、町村及び一部事務組合等の全地方公共団体。 

３ 調査対象職員 

（１）一般職に属する常勤の職員を対象とする。 

（２）いわゆる「臨時又は非常勤の職員」は調査対象としていない。 

（３）特定独立行政法人の職員は調査対象としていない。 
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Ⅰ 地方公共団体における定員管理の現状 

地方公共団体における定員管理の参考指標について検討を進めるに当たり、地方公共団

体の定員管理の現状を整理する。 

１ 地方公共団体の職員数 

(1) 団体区分別職員数 

平成 22年４月１日現在の総職員数は、281万 3,875人となっている。 

総職員数を団体区分別にみると、都道府県の職員数は、152万 5,104人であり、総職員

数の 54.2％を占めている。 

市町村（指定都市、特別区及び一部事務組合等を含む。以下同じ。）の職員数は、128

万 8,771人であり、総職員数の 45.8％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 部門別職員の状況 

職員数を部門別にみると、過半数の職員は、教育部門、警察部門と消防部門に属して

いる。さらに、一般行政部門のうち保育所や福祉事務所等の福祉関係の職員数を加える

と、約２／３の職員は、法令等で定員に関する基準を定めている職員の割合が多い教育

と治安、福祉分野に所属している。 

残り約１／３の職員が、地方公共団体が自主的に定員管理を行う余地が比較的大きい、

一般行政部門（福祉関係除く）及び公営企業等会計部門に属している。 
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２ 地方公共団体の定員管理の状況 

(1) 総職員数の推移 

地方公共団体においては、社会経済の変化と共に住民の行政ニーズが多様化していく

中で、地域住民のニーズを把握しながら、行財政改革に取り組んでいる。 

平成６年にピークとなった総職員数は、平成７年以降、16年連続で減少。平成 22年は

前年に比べ、4万 1,231人（対前年増減率 △1.4％）の減少となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門別職員の状況（平成２２年４月１日現在）

 

 

地方公務員数の推移（平成６年～平成２２年）

千人
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なお、一般行政部門及び公営企業等会計部門の職員数について、平成 22年４月１日現

在の対前年増減を見ると、2万 9,953人減（対前年増減率 △2.2％）となっており、総職

員数の減少全体の約７割を占めている。 

(2) 直近５年間の職員数の推移 

直近５年間の職員数の推移について、大部門別に見ると、安心・安全を確保する警察

部門と消防部門が増加していることがわかる。 

その一方で、一般行政部門と公営企業等会計部門は減少しているものの、一般行政部

門の中でも、児童相談所等や福祉事務所、防災関係は大きく増加している。 

また、教育部門についても、児童数の減少に伴う教職員の減がある一方で、特別支援

教育等への対応で増員が行われている。 

このように、地方公共団体では、厳しい財政状況の中、一律に職員数を削減するので

はなく、増やすべき分野は増員を図るなど、メリハリのある職員配置に取り組んでいる

ことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 今後の定員管理の取組 

地方公共団体における、平成 23年以降の定員管理計画の策定状況（平成 22年８月総

務省調査）を見ると、既に 40％の団体は計画を策定済である。また、29％の団体が策定

を予定しており、27％の団体は策定を検討中である。 

これらを合わせると、ほとんどの団体が平成 23年以降の定員管理計画について、何ら

かの取組に着手していることがわかる。 
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４ 地方公共団体における定員管理の状況の公表 

地方公共団体における定員管理の透明性を高め、住民の理解と納得を得るために、情報

を開示・公表することは重要である。平成 16年には、地方公務員法が改正され、人事行

政の運営等の状況の公表が法律上の責務とされたところである。 

現在、ほぼ全ての地方公共団体が、給与と定員管理の状況をホームページに公表すると

ともに、団体間の比較分析を可能にするため、総務省のホームページと各団体のホームペ

ージをリンクさせる「地方公共団体給与情報等公表システム」による公表を実施している。 
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Ⅱ 定員管理の参考指標 ～これまでの取組～ 

前述のとおり、各地方公共団体においては、自主的に定員管理を推進している。その取

組内容は、団体ごとに様々であり、本研究会が情報提供を行ってきた参考指標も活用が図

られているところである。 

そこで、参考指標の研究を進めるに当たり、以下でこれまでの取組を整理する。 

１ 定員管理の手法 

各地方公共団体で採用されている定員管理の一般的な手法は、次の２つの方式に大別さ

れると考えられる。 

一つは、各団体における個々の事務の業務量を測定し、それらを積み上げて定員を算定

する方式、いわゆるミクロ方式であり、もう一つは、類似団体等の職員数と比較すること

などによって相対的妥当性を検証する方式、いわゆるマクロ方式である。 

○事務量算定方式（ミクロ方式） 

地方公共団体の事務事業の執行に必要な人員の算定に当たり、行政事務の個々の要素

ごとの業務量を測定し、それを職員一人当たりの事務処理能力で除して必要人員を算定

し、その積上げを基礎として職員数を求める方法がミクロ方式である。多くの団体にお

いて、各々独自の算定方法で古くから実施されている方式である。 

ミクロ方式は、個々の業務量の測定を基礎として職員数を算定することから、業務量

の測定に時間と労力が必要である。このため、定型的業務を主とする分野等においては、

活用が比較的容易と考えられる。しかし、企画・立案等の不定型業務を主とする分野や、

変化の激しい行政需要に対応する分野等においては、業務量の測定にかなりの困難が予

想され、活用が困難と考えられる。 

○他団体比較方式（マクロ方式） 

地方公共団体の行政事務には全団体に共通する面も多いことから、職員数と行政需要

等を表す指標などとを比較し、統計的な手法によって職員数の配置水準を検証する方法

が、他団体比較方式（マクロ方式）である。この方式は、ミクロ方式のように“あるべ

き”職員数を算定するものではなく、職員数の現状を示すにとどまるが、業務量の測定

が困難な分野等においても、他団体との比較によって職員数の配置水準を検証すること

が可能であり、また、職員総数についても、相対的妥当性の検証が可能である。 

ミクロ方式については、各団体において、実情を踏まえながら、独自の算定方法で実

施されている方式であり、定員管理の参考指標として画一的な方法を示すことは現実的

ではない。そこで、本研究会では、かねてから類似する団体間の職員数の状況を比較で

きるマクロ方式の参考指標の研究に取り組み、情報提供を行ってきた。 
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２ 定員管理の参考指標 

本研究会では、地方公共団体が適正な定員管理を進める上で、参考となるよう、「類似

団体別職員数の状況」、「定員モデル」、「定員回帰指標」について情報提供をしてきた

ところである。 

以下で、今まで情報提供をしてきたこれらの指標についてその概要を説明する。 

(1) 類似団体別職員数の状況  

「類似団体別職員数の状況」は、全市区町村を対象として、その人口と産業構造（産業

別就業人口の構成比）を基準に類型区分し、類型に属する市区町村の職員数と人口をそれ

ぞれ合計して、類型ごとに人口１万人当たりの職員数の平均値を算出し、その類型に属す

る団体を類似団体として職員数の比較をする参考指標である。 

昭和57年度から情報提供を行っており、普通会計部門の職員数を対象としている。使用

データは、『地方公共団体定員管理調査』による普通会計職員数、住民基本台帳人口、直

近の『国勢調査』による産業別就業人口の構成比である。 

① 類似団体別区分 

類似団体の区分は、まず、市区町村の権能に応じて、指定都市、中核市、特例市、一

般市、東京都特別区、町村に区分している。さらに、一般市と町村は、人口と産業構造

に応じて区分し、一般市は、人口５万人ごとに４区分、産業構造も４区分として16類型

に、また、町村は、人口５千人ごとに５区分、産業構造は３区分として15類型にグルー

プ分けしている。 

なお、都道府県については、「類似団体別職員数の状況」を情報提供していない。 

〔一般市〕 

産業構造 

人 口 

Ⅱ次,Ⅲ次 95%以上 Ⅱ次,Ⅲ次 95%未満 

Ⅲ次 65％以上 Ⅲ次 65％未満 Ⅲ次 55％以上 Ⅲ次 55％未満 
以上       未満 

～ 50,000 Ⅰ-3 Ⅰ-2 Ⅰ-1 Ⅰ-0 

50,000 ～100,000 Ⅱ-3 Ⅱ-2 Ⅱ-1 Ⅱ-0 

100,000 ～150,000 Ⅲ-3 Ⅲ-2 Ⅲ-1 Ⅲ-0 

150,000 ～ Ⅳ-3 Ⅳ-2 Ⅳ-1 Ⅳ-0 

〔町 村〕 

産業構造 

人 口 

Ⅱ次,Ⅲ次 80%以上 
Ⅱ次,Ⅲ次 80%未満

 

Ⅲ次 55％以上 Ⅲ次 55％未満 
以上       未満 

～  5,000 Ⅰ-2 Ⅰ-1 Ⅰ-0 

5,000 ～ 10,000 Ⅱ-2 Ⅱ-1 Ⅱ-0 

10,000 ～ 15,000 Ⅲ-2 Ⅲ-1 Ⅲ-0 

15,000 ～ 20,000 Ⅳ-2 Ⅳ-1 Ⅳ-0 

20,000 ～ Ⅴ-2 Ⅴ-1 Ⅴ-0 

 



Ⅱ 定員管理の参考指標 ～これまでの取組～ 

- 7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ 定員管理の参考指標 ～これまでの取組～ 

- 8 - 

 

② 単純値と修正値 

「類似団体別職員数の状況」では、類型内における全団体の単純な平均値（単純値）

と、職員を配置している団体のみの平均値（修正値）の両方を、類型別で部門ごとに、

それぞれ算出している。 

 

〔単純値〕 

類型別団体ごとの部門別に、類型内における全団体の人口１万人当たり職員数の平均

値を、単純値として算出している。 

単純値は、中部門又は小部門に職員が配置されていない団体について考慮することな

く集計し、平均値を算出している点で、後述の修正値と異なる。単純値は、大部門のよ

うに大まかに職員の配置状況を把握する場合に適しており、具体的な算出式は次のとお

りである。 

当該類型別団体ごとの各部門別職員数の計 

当 該 類 型 別 団 体 ご と の 人 口 の 計 

 

単純値による比較は、次の算式により求められる類似団体の職員数を算出し、当該団

体の職員数と比較することにより、各団体の定員管理の状況を把握するものである。 

当該団体の住民基本台帳人口 

 10,000 

 

また、単純値を用いて大部門以上の職員数を分析する場合には、「大部門以上定員管

理診断表」を活用するとより効果的である。 

 

 

 

【例：単純値を用いた職員数の比較】 

甲市（類型：Ⅰ-3 一般行政部門職員数 220人 住民基本台帳人口 30,800人） 

この場合、類似団体の一般行政部門の単純値は68.32（H22.4.1）であることから、

算式は以下のとおりとなる。 

30,800 

10,000 

甲市の一般行政部門全体の職員数は220人であるから、単純値を用いて算出した類

似団体の一般行政部門職員数210人と比較すると、10人多い結果となる。 

単純値・・・ × 10,000 

≒ 210.426 ≒ 210 （四捨五入） 68.32 × 

当該団体の属する類型の類似団体の単純値 × 
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〔修正値〕 

単純値は、人口１万人当たりの職員数を同一類型内で単純平均していることから、例

えば、清掃業務を外部委託している、消防を一部事務組合で行っている等、特定の中・

小部門に職員を配置していない団体が含まれる類型では、値が小さく算出される。 

そこで、中・小部門ごとに職員を配置している団体のみを対象として、人口１万人当た

り職員数の平均値を、修正値として算出している。修正値は、中部門や小部門といった細

かな配置状況を把握する場合に適しており、具体的な算出式は次のとおりである。 

当該類型別団体ごとの各部門別職員数の計 

 

 

 

修正値による比較は、職員を配置している中・小部門について、その職員数と次の算

式によって求められる職員数との比較を行う。 

当該団体の住民基本台帳人口 

10,000 

修正値を用いて職員数を分析する場合には、「中・小部門定員管理診断表」を活用す

るとより効果的である。 

なお、単純値と修正値では算出される職員数が異なることから、単純値と修正値の大

小関係にも留意した上で、実職員数と比較・分析を行う必要がある。 

      

 

× 10,000 修正値・・・ 
当該類型に属する団体のうち当該部門に 

職員を配置している団体のみの人口の計 

当該団体の属する類型の類似団体の修正値 × 

【例：修正値を用いた職員数の比較の必要性】 

 

 

 

 

 

上記の例で、乙市の状況を確認すると、 

・部門計の単純値では、2.18×120,000/10,000＝26.16 ≒ 26人 となり、乙市の 

実職員数（24人）は、単純値を用いて算出した職員数より2人少ない結果となる。 

・一方、部門計の修正値は以下のように22人となり、実職員数の方が2人多い結果と

なる。 

ａ部門 1.45×120,000/10,000＝ 17.40 ≒ 17人 

ｂ部門 0.43×120,000/10,000＝   5.16 ≒  5人 

ｃ部門                 －  

計 22人 

 甲市 乙市 丙市 計 単純値 修正値 

小
部
門 

ａ部門 20 人 16 人 12 人 48 人 1.45 1.45 

ｂ部門 0 人 8 人 2 人 10 人 0.30 0.43 

ｃ部門 10 人 0 人 4 人 14 人 0.42 0.67 

計 30 人 24 人 18 人 72 人 2.18  

人 口 10 万人 12 万人 11 万人 33 万人   

 



Ⅱ 定員管理の参考指標 ～これまでの取組～ 

- 10 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ 定員管理の参考指標 ～これまでの取組～ 

- 11 - 

 

(2) 定員モデル  

「定員モデル」は、道府県、指定都市、中核市及びその他の市町村を対象として、各団

体の職員数と、その職員数に密接に関連すると考えられる行政需要を表す統計数値（人口、

事業所数、生活保護費受給世帯数 等）との相関関係を、多重回帰分析の手法により方程

式を示し、式に基づいて各団体が職員数を算出できる参考指標である。 

教育・警察・消防及び公営企業等部門を除いた一般行政部門に属する職員数を対象とし

ており、既述の「類似団体別職員数の状況」に追加して、昭和58年度から平成16年度まで

情報提供を行っていた。 

① 作成背景と改定経過 

「定員モデル」を作成する契機は、昭和56年３月に設置された第二次臨時行政調査会

の第一次答申における要請である。答申では、高度経済成長を通じて大幅に増加した公

務員数が財政硬直化の一因であることを踏まえ、地方公共団体の定員管理について、国

家公務員の定員削減強化に準ずる削減措置を講ずること、地方公共団体は類型別の標準

定数（モデル）を活用して厳正な定員管理を行うことを求めている。 

また、厳しい行財政状況にあった地方公共団体から、自主的に適正な定員管理を進め

るうえで手がかりとなる指標の情報提供を求められていたことも契機となった。当時、

地方公共団体においては、事務量からミクロ的に職員数を算定することが一般的であっ

たが、厳しい行財政状況の中、適正な定員管理を進めるために、他団体との比較が可能

なマクロ的算定が必要になっていたのである。 

このような背景のもと、昭和56～57年度に本研究会において、道府県、指定都市及び

市分の指標（「第１次定員モデル」）の作成を検討し、昭和58年度に情報提供を開始し

たところである。臨時行政改革審議会の当面の行政改革推進方策に関する意見（昭和59

年７月）で、対象範囲の拡充等を含め定員モデルの見直しを随時行うことが要請され、

昭和60年度には、「第１次定員モデル」を見直すとともに、人口１万人以上の町村分の

指標（「第２次定員モデル」）を新たに作成した。また、昭和62年度には、「定員モデ

ル」を作成していなかった人口１万人未満の町村分についても作成したところである。 

以降、「定員モデル」については、対象となる職員数や基礎となる説明変数関係指標

のデータの時系列的な変動等に伴い、３年ごとに改定を行ってきたが、平成16年度の「第

８次定員モデル」を最後に、改定を行っていない。 

住民に対してわかりやすく情報を開示していく必要性が高まる中で、“計算式が複雑”

で住民に対する説明が難しい「定員モデル」よりも、“簡素でわかりやすい指標”の情

報提供を、地方公共団体から求められたことが、その理由である。 

こうした地方公共団体の要望に応えるため、本研究会では、後述する「定員回帰指標」

を新たに作成したところである。 
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〔本研究会における定員モデル作成・改定等の経緯〕 

 年 次 主な研究事項 

第１次 昭和58年度 
道府県、指定都市及び市を対象とする定員モデルについて調査研

究・開発を行う。（第１次定員モデル） 

第２次 昭和60年度 
第１次定員モデルの改定とともに、人口１万人以上の町村の定員モ

デルについて調査研究・開発を行う。（第２次定員モデル） 

第３次 昭和61年度 
事務事業の統廃合・縮小、機械化、民間委託等定員管理と関わりの

深い諸方策等の問題点、留意点について調査・研究を行う。 

第４次 昭和62年度 
人口１万人未満の町村の定員モデルについて調査研究・開発を行

う。 

第５次 昭和63年度 
道府県、指定都市及び市に係る第２次定員モデルの改定を行う。（第

３次定員モデル） 

第６次 平成元年度 町村に係る定員モデルの改定を行う。（第３次定員モデル・町村分） 

第７次 平成２年度 
今後の地方公共団体における定員管理のあり方についての調査・研

究を行う。 

第８次 平成３年度 
道府県、指定都市及び市に係る第３次定員モデルの改定を行う。（第

４次定員モデル） 

第９次 平成４年度 
町村に係る第３次定員モデルの改定を行う。（第４次定員モデル・

町村分） 

第10次 平成５年度 
今後の地方公共団体における定員管理のあり方についての調査・研

究を行う。 

第11次 平成６年度 
道府県、指定都市及び市に係る第４次定員モデルの改定を行う。（第

５次定員モデル） 

第12次 平成７年度 
町村に係る第４次定員モデルの改定を行う（第５次定員モデル・町

村分） 

第13次 平成８年度 
今後の地方公共団体における定員管理のあり方についての調査・研

究を行う。 

第14次 平成９年度 
道府県、指定都市及び市に係る第５次定員モデルの改定を行うとと

もに、新たに中核市のモデルを設定する。（第６次定員モデル） 

第15次 平成10年度 
町村に係る第５次定員モデルの改定を行う。（第６次定員モデル・

町村分） 

第16次 平成11年度 
今後の地方公共団体における定員管理のあり方についての調査・研

究を行う。 

第17次 平成12年度 
道府県・指定都市・中核市・その他の市に係る第６次定員モデルの

改定を行う。（第７次定員モデル） 

第18次 平成13年度 
町村に係る第６次定員モデルの改定を行う。（第７次定員モデル・

町村分） 

第19次 平成15年度 
道府県・指定都市・中核市・その他の市に係る第７次定員モデルの

改定を行う。（第８次定員モデル） 

第20次 平成16年度 
町村に係る第７次定員モデルの改定を行う。（第８次定員モデル・

町村分） 
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② 対象団体及び団体区分 

「定員モデル」は、道府県、指定都市、中核市、その他の市、町村を対象として作成

している。都及び特別区については、処理する事務の特殊性から、除外している。 

団体区分については、道府県、指定都市及び中核市にあっては、団体数や行政規模等

を考慮して１区分にしているが、その他の市にあっては、団体の規模に応じた実態を反

映させるため、人口規模により分類し、(ⅰ)人口20万人以上の市、(ⅱ)人口10万人以上

20万人未満の市、(ⅲ)人口10万人未満の市、の３区分としている。また、町村について

も、人口規模により分類し、(ⅰ)人口２万人以上の町村、(ⅱ)人口１万以上２万人未満

の町村、(ⅲ)人口１万人未満の町村、の３区分としている。 

③ 対象部門 

「定員モデル」の対象部門は、地方公共団体が自主的に定員管理に取り組むことので

きる分野の多い一般行政部門を対象としており、法令等で定員に関する基準が定められ

ている職員の割合が多い教育、警察、消防部門及び独立採算制を採用している公営企業

等会計部門については、対象から除外している。 

また、団体区分ごとに、一般行政部門を細分類しており、道府県は10部門、指定都市

及び中核市は６部門、人口20万人以上の市は６部門、人口10万人以上20万人未満の市、

及び人口10万人未満の市は４部門に区分している。なお、町村については、職員数が少

ないこと、１人の職員が複数の業務に携わっている場合も多いこと等から、細分類を行

っていない。 

④ 「定員モデル」の考え方（回帰方程式について） 

「定員モデル」は、回帰方程式によって試算職員数を求めるものである。 

回帰方程式とは、一方の変数（Ｘ）を他方の変数（Ｙ）の説明要因として、両方の変

数の関係を分析する手法をいう。ここで、Ｘは説明変数、Ｙが被説明変数と呼ばれる。 

被説明変数（Ｙ）が、１つの説明変数（Ｘ1）によって求められる場合には、単純回帰

式となり、方程式は次のようになる。 

Ｙ＝αＸ1＋β 

被説明変数（Ｙ）を、複数（ｎ個）の説明変数によって求めることになる場合には、

多重回帰式となり、方程式は次のようになる。 

Ｙ＝α1Ｘ1＋α2Ｘ2＋α3Ｘ3＋・・・＋αnＸn＋β 

単純回帰式と多重回帰式、いずれの場合も基本的な分析方法は同じであり、図のよう

に、座標上のそれぞれの点からの距離（ｅ1，ｅ２，ｅ３）の二乗の和が最小になるよう方

程式を求めることになる。（最小二乗法） 

 

 

 

 



Ⅱ 定員管理の参考指標 ～これまでの取組～ 

- 14 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「定員モデル」の作成過程の概要は、次のとおりである。 

 

 

・説明変数候補を用意 

地方公共団体の職員数と相関関係があると考えられる人口や事業所数

等の各種統計データを多く収集し、説明変数の候補を選定。 

・採集したデータをもとに回帰方程式を作成 

説明変数候補のデータをもとに、コンピューターソフト（注１）を活用し、

複数の多重回帰方程式を算出。 

・算出された多重回帰方程式の中から最適なものを選定 

算出された方程式のうち、自由度修正済決定係数（注２）が高いこと、同種

の説明変数が採用されていないこと等を考慮し、最適な方程式を選定。 

 

   

 

 
 

（注１）第１次から第８次までの「定員モデル」の作成に当たっては、元筑波大学教授の大西治男氏が開発
したプログラム『EXPERT SYSTEM OEPP（ONISHI ECONOMETRIC PROGRAM PACKAGE）』
を活用していた。 

（注２）回帰方程式の説明変数と被説明変数の相関関係の強さを示す。１に近いほど相関関係が高い。 
（「第８次定員モデル」では0.7以上を目安としていた。） 

「定員モデル」の作成過程 
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⑤ 説明変数 

「定員モデル」の説明変数は、道府県、指定都市、中核市及びその他の市、町村の各

団体区分及び部門の細分類区分ごとに、行政需要をよく表すと思われる各種統計データ

（人口、事業所数、生活保護受給世帯数等）を多数集め、説明変数候補とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 多重回帰分析による整理 

実職員数を被説明変数とし、説明変数候補による多重回帰分析を行い、平均的な職員

数の状況を表す回帰方程式を求めている。 

以下に、第８次の方程式（道府県分）を例示しておく。  

説明変数の採用に当たっては、統計的に職員数と強い相関関係のある変数を

採用していることから、個別の団体が実際の職員配置において考慮している行

政需要であっても、 

・当該行政需要が地方公共団体の個別的な事情による場合、 

・団体によって当該行政需要に対する取組に大きな差異がみられる場合、 

・当該行政需要が各部門の総職員数に与える影響が相対的に小さい場合、 

には、必ずしも説明変数として採用されない場合がある。 
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●第一次修正〔標準偏差の下方修正〕 

定員モデルの基礎となる多重回帰分析によって求められた方程式は、あくまで現状

（団体区分や規模を踏まえた標準的職員数）を示すものである。 

第８次までの定員モデルでは、単に標準的職員数を目標とするのではなく、もっと

上位の団体の水準に目標を定める必要があるとの考えから、適正な定員管理が進んで

いると思われる団体の平均を目途に算定水準を調整していた。具体的には、下図のと

おり、回帰直線を標準偏差の２／３分（第８次定員モデルの場合）、下方修正してい

た。 

 

●第二次修正〔現行職員数の一定割合を所与とする〕 

定員モデルの基礎となる回帰方程式は、多くの団体の職員数を限られた数の説明変数

によって回帰分析することによって算定したものであるから、統計的な整合性は図られ

ているものの、各団体の個別的事情を反映することには制約があると考えられる。 

そこで各団体の特殊事情に考慮し、現行職員数の一定割合を所与とする修正を行って

いた。 

【参考】第一次修正と第二次修正 
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 (3) 定員回帰指標  

「定員回帰指標」は、人口と面積を説明変数として、「定員モデル」と同様、回帰方程

式によって、各団体の職員数（被説明変数）を試算する参考指標である。 

① 作成の背景 

住民にわかりやすく情報を開示する必要性が高まる中で、地方公共団体から“簡素で

わかりやすい指標”の作成を求める要望が寄せられていたこと、また、政府の地方分権

改革推進委員会において、「地方公務員数を人口・面積など客観的な指標で簡素に説明

すべき」との指摘があったこと等を踏まえ、平成19年度の研究会で検討し、平成20年度

から情報提供を開始した。 

② 対象団体及び団体区分 

団体区分は、道府県、指定都市、中核市、特例市、一般市、東京都特別区、町村に区

分している。また、道府県においては、人口170万人未満、170万人以上500万人未満、500

万人以上の３区分にグループ分けしており、一般市は、人口５万人ごとに４区分、町村

は、人口５千人ごとに５区分にグループ分けしている。 

さらに、一般市と町村については、合併・非合併の区分も設けている。 

③ 対象部門 

一般行政部門に、教育、警察、消防部門を含めた普通会計部門を対象としている。 
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④ 説明変数 

「定員回帰指標」の説明変数は、人口と面積である。説明変数として人口と面積を選

択した理由は、行政サービスの主要な提供対象を代表する統計数値であり、また、住民

にとっても、行政需要との関連を実感しやすいためである。なお、道府県については、

自ら選択できない権能差を考慮するため、指定都市の有無を説明要素に加えている。 

⑤ 多重回帰分析による整理 

人口と面積を説明変数とし、実職員数を被説明変数として多重回帰分析を行い、平均

的な職員数の状況を表す回帰方程式を求める。この結果、平均的な職員数は、次の方程

式で示される。 

試算値 ＝ ａＸ1（人口）+ ｂＸ2（面積）+ｃ（一定値） 

           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）指定都市が所在する道府県については、一部の権限が委譲されているため一定の考慮を行っている。

 

ａ  ： 人口千人当たりの係数［各人口区分毎］、小数第二位を切り捨て。 

ｂ ： 面積１ｋｍ
2
当たりの係数、小数第三位を切り捨て。 

ｃ ： 一定値［各人口区分毎（権能差も反映）（注）］、一の位（道府県は十の位、町村は小数点以下）を切り捨て。 

Ｘ
1
： 当該団体の人口（千人） 

Ｘ
2
： 当該団体の面積（ｋｍ

2
） 
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３ 定員の状況の公表 

平成16年の地方公務員法の改正により、定員を含めた人事行政運営等の状況の公表が、

すべての地方公共団体の法律上の責務とされたところである。 

以下では、定員管理の状況の公表方法について、説明する。 

(1) 地方公共団体給与情報等公表システムの構築 

地方公共団体の給与情報等について、団体間の比較分析を可能とする公表システムを構

築することが、平成17年に閣議決定されたことを踏まえ、同年、「地方公共団体における

職員給与等の公表について」を改正し、総務省のホームページから全団体の給与情報等公

表ページが閲覧可能となる「地方公共団体給与情報等公表システム」を構築した。 

① 概要 

「地方公共団体給与情報等公表システム」においては、部門別職員数や年齢別職員構

成の状況等を掲載する統一様式により、定員の状況を公表している。 

具体的には、都道府県及び政令指定都市については、各団体の公表ページと総務省

のホームページを直接リンクさせ、市区町村については、各団体の公表ページをリン

クさせた各都道府県のホームページと総務省のホームページをリンクさせることに

より、総務省ホームページを起点に、全地方公共団体の給与情報等を容易に確認し、

団体間の比較分析を可能にするシステムとなっている。 

 

② 定員関係の公表項目 

○ 一般行政職の級別職員数の状況 

一般行政職の級別職員数の状況を、職員数の一覧表及び構成比のグラフを用いて示

している。当該年度の構成比のほか、前年の構成比、５年前の構成比の３年分の比較

を可能にしている。 

○ 部門別職員数の状況と主な増減理由 

当該年の４月１日現在の職員数及び前年４月１日現在の部門別職員数とともに、条

例定数との比較を可能にしている。 

また、「類似団体別職員数の状況」の職員数を記載し、他団体との比較を可能にし

ている。 

○ 年齢別職員構成の状況 

年齢別職員構成を、構成職員数の一覧表とグラフにより、当該年度の構成比と５年

前の構成比の比較を可能としている。 

○ 定員管理の数値目標及び進捗状況 

集中改革プラン（平成 17年４月１日～平成 22年４月１日）による数値目標（総数）

及び年次別の進捗状況（実績）を記載している。集中改革プランの期間終了にあわせ

て、様式の見直しが予定されている。 
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(2) 職員数の現状と取組を組み合わせた比較・分析 

本研究会では、定員管理の状況を公表する方法として、平成20年度の報告において、「職

員数の現状と取組シート」を提案したところである。 

「職員数の現状と取組シート」は、“類似団体別職員数の状況”と“定員回帰指標”及

び“平成17年から22年までの定員管理の目標値”の３指標について、各団体の取組と団体

区分別の平均的な取組を比較することで、各団体の定員管理の状況を説明することを目的

としたシートである。 

３指標について、各団体区分別の平均的な取組の数値を100とした正三角形と、各団体

の取組状況を示した三角形を、重ねることで視覚的にわかりやすいコンパクトなシートと

なっている。 
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Ⅲ 研究会における論点 

既述のとおり、定員管理の参考指標は、「類似団体別職員数の状況」(昭和57年度～）に

はじまり、「定員モデル」（昭和58～平成16年度）、「定員回帰指標」（平成20年度～）

と、情報提供を行う中で課題も見受けられるところである。           

また、これらの指標が、どのように活用されているのかについて、地方公共団体からヒ

アリングを行った結果、以下のような状況であった。 

(1) 類似団体別職員数の状況 

算出方法が、人口１万人当たり職員数の“平均値”であるため、理解しやすく、住民に

対する説明も容易で、広く活用されている指標である。「地方公共団体給与情報等公表シ

ステム」でも使用されており、ほぼ全ての市町村が公表をしている。 

「類似団体別職員数の状況」は市町村のみを対象とした指標であるが、道府県の中には、

人口10万人当たり職員数を独自の方法で活用する団体も見られるところである。 

(2) 定員モデル 

各地方公共団体にとって、“回帰方程式”という統計手法が必ずしも馴染深いものでは

なく、また、人口、事業所数、生活保護受給世帯数など複数の統計数値を用いて算出する

ことから、住民に対する説明が難しい指標であるとの印象が強い。「定員回帰指標」の情

報提供を開始したこともあり、現在は改定を休止しているが、今年度のヒアリングにおい

ては、情報提供の再開を望む意見が聞かれたところである。 

(3) 定員回帰指標 

「定員モデル」に代わって情報提供を開始した「定員回帰指標」は、人口と面積の２つ

の説明変数のみで職員数を試算するため、簡素でわかりやすい指標であるが、取組が緒に

ついたばかりということもあり、現在のところ、十分に活用されていない。 

なお、「定員回帰指標」の情報提供とあわせて、「職員数の現状と取組シート」を試行

的に提示し、各団体で広く活用されることを期待していたが、現在のところ、内部資料と

しての利用にとどまっている。 

以上のような現状も踏まえ、本研究会では、地方公共団体における参考指標を活用した

定員管理の推進に資するため、以下の論点についての議論を通じ、定員管理の参考指標に

ついて、公表方法も含めて、研究を行うこととした。 

 

論点１ 参考指標の情報提供の考え方 

論点２ 参考指標の充実 ～より詳細な分析のために～ 

論点３ 参考指標を活用した定員の状況の公表 ～より住民にわかりやすく～ 
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Ⅳ 論点についての検討 

１ 参考指標の情報提供の考え方 

各団体においては、地域の実情を踏まえつつ、自ら定員管理の現状を分析するとともに、

情報を開示・提供することにより人事行政の透明性を高め、住民の一層の理解と納得を得

ることがますます重要な課題となっている。 

その際、客観的な指標を活用することも効果的であると考えられ、定員管理の“あるべ

き水準”を示す指標の作成を望む声もある。 

しかし、職員数を左右する複雑多岐な行政需要をすべて捕捉し、数値化することは現実

的ではない。また、行政サービスの提供の方法は地域の実情によって多様であり、それを

画一的に定義することは適当ではないと考えられる。 

このため、本研究会では、類似する団体間の職員数の状況を客観的に比較できる参考指

標の研究に取り組み、情報提供を行ってきたところである。 

本研究会では、今後もこのような考え方に基づき、複数の参考指標を情報提供し、地方

公共団体の活用が一層図られるよう研究を続けることとしている。各団体におかれては、

参考指標をもとに試算される職員数と現状の職員数との乖離について分析すること等によ

り、適正な定員管理を推進し、あわせて住民への説明責任が果たされることを期待してい

るところである。 
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(1) 情報提供を行う参考指標 

地方公共団体が、それぞれの定員の状況を様々な観点から判断できるよう、参考指標

について、複数の多様な指標を情報提供することが望ましいと考えられる。また、地方

公共団体からの要望があることも踏まえ、以下の通り参考指標の充実を図ることとした。 

現在、情報提供を行っている参考指標は「類似団体別職員数」と「定員回帰指標」で

あるが、今回、休止中の「定員モデル」を改定し、情報提供を再開する。 

（   ２ 参考指標の充実 (1)） 

また、「定員回帰指標」は、普通会計部門の総職員数を対象としているが、一般行政

部門を対象とした指標を新たに情報提供する。（   ２ 参考指標の充実 (2)） 

さらに、「類似団体別職員数」については、市町村のみを対象としてきたが、道府県

についても、人口10万人当たり職員数の状況（地域ブロック別、人口規模別）を、新た

に情報提供する。（   ２ 参考指標の充実 (3)） 
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 (2) 各参考指標の特長 

それぞれの参考指標の手法による特長を整理すると、平均値を用いた指標として「類似

団体別職員数」、回帰分析により求められた試算値を用いた指標として「定員回帰指標」

と「定員モデル」に区分できる。 

「類似団体別職員数」には“単純値”と“修正値”があり、“単純値”は普通会計の総

職員数と大部門別職員数の単純な平均値を算出する簡素な指標であり、“修正値”は中・

小部門ごとに職員を配置している団体のみを対象に平均値を算出する詳細な指標である。 

また、「定員回帰指標」は、普通会計の総職員数を人口と面積のみを用いて試算する簡

素な指標であり、「定員モデル」は、一般会計の部門別職員数を部門ごとに行政需要を表

す様々な統計数値を用いて試算する詳細な指標である。 

次に参考指標の役割による特長を整理すると、“住民にわかりやすく説明するための観

点”と“人事配置や部門毎の定数管理など行政内部において検討を行うための観点” に

大きく分けることができると考えられる。 

この観点から、“住民説明”の指標としては、簡素でわかりやすい指標である「類似団

体別職員数（単純値）」と「定員回帰指標」、“行政内部の検討用”の指標としては、部

門別の職員数の状況を示している「類似団体別職員数（修正値）」と「定員モデル」に区

分できる。 

地方公共団体において、どの参考指標をいかに活用するかは、参考指標それぞれの特長

に応じて判断されるものであり、有効に活用されることを期待するものである。 
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２ 参考指標の充実 ～より詳細な分析のために～ 

(1) 定員モデル  

① 改定の趣旨等 

「定員モデル」は、一般行政部門を対象に、部門別の職員数と行政需要を表す統計数値

との相関関係を多重回帰分析の手法により算出する参考指標であり、平成17年度以降改定

を休止しているが、 

・部門毎の分析が可能な指標であるため、行政内部における人員配置等の検討資料とし

ての活用を視野に地方公共団体の要望があること、 

・また、本研究会としても、地方公共団体が自らの定員管理の状況を様々な観点から判

断できるよう複数の参考指標を情報提供することが望ましいと考えていること 

から、試行的に道府県分について改定を行こととした。 

なお、市町村分の改定については、今後、道府県における活用状況等を踏まえて、検討

を行うこととしている。 

② 作成方法 

今回の「定員モデル」は、過去のモデルと同様、一般行政部門の部門別職員数と、部門

ごとの行政需要を表す統計数値（人口、事業所数、生活保護受給世帯数 等）を多重回帰

分析の手法を用いて分析した。 

対象部門は、地方公共団体が自主的に定員管理に取り組む余地が比較的大きい一般行政

部門を対象とし、法令等で定員に関する基準が定められている職員の割合が多い教育・警

察・消防部門及び独立採算制を採用している公営企業等会計部門については、対象から除

外している。 

一般行政部門を10分野に細分類し、各分野に配属されている職員数を被説明変数とし、

職員数と関連が深いと考えられる行政需要に関する統計数値を説明変数として、両者の相

関関係を回帰方程式で表すこととした。以下で、具体的な作成方法を説明する。 

(i) 説明変数の収集 

説明変数候補の選定に当たっては、第８次のモデルで採用していた説明変数候補に、

説明変数としてより適当であると考えられるものや、最近の行政需要を表すと思われる

ものを新たに追加する一方、行政需要をあまり表さなくなったと思われる説明変数候補

は削除した。この際、行政需要を表すと思われるものであっても、年度によって変動が

極端に大きい説明変数は採用しないこととした。 

また、デ－タについては、平成22年４月１日を基準に、可能な限り最新の公的統計資

料を使用している。 

なお、定員モデルが積極的に活用されるためには、地方公共団体の十分な理解が得る必要

があることから、今後も、地方公共団体から意見を聞くこと等により、地方公共団体の職員数に

影響を与える行政需要の動向を把握し、説明変数候補の充実に努めることとしている。 

説明変数候補の採用状況は、次表のとおりである。 

 



Ⅳ 論点についての検討 

- 28 - 

 

 

 

 

 

 

今回 第８次 今回 第８次

住民基本台帳人口 ○ ○ 農業就業人口 ○

◇市部人口 ＜農家数＞ ○

◇＜町村部人口＞ ＜専業農家数＞ ○

◇人口集中地区人口 ○ ◆主業農家数

＜第３次産業就業者数＞ ○ ◆家畜飼養経営体数

◆過疎地域人口比率 畑のある農家数

人口増加数 ○ 経営耕地面積 ○

総面積 ○ ○ ◇放牧・採草地・牧草地面積

◆市町村数 ＜市街化区域内の田面積を除いた田面積＞

◆消費者行政経費 ＜市街化区域内の畑面積を除いた畑面積＞

＜合併法定協議会設置市町村数＞ ○ ◆農業産出額 ○

＜住民基本台帳世帯数＞ ○ ＜農業粗生産額＞ ○

事業所数 ○ ○ 農業基盤整備関係事業費 ○ ○

◆自動車登録台数 ○ ＜農林水産施設災害復旧費＞

＜総面積＞ ＜林家数＞

可住地面積 ○ ○ ◆林業従事者数

＜税の口座振替加入者数＞ ◆林業経営体数

＜住民基本台帳世帯数＞ 道府県有林野面積 ○ ○

＜０～４歳の人口＞ ○ 私有林野面積 ○ ○

＜０～１７歳の人口＞ 林業粗生産額 ○ ○

◆０～１８歳の人口 ○ 造林、林道、治山事業費 ○ ○

＜中核市の人口＞ ◇漁業、水産養殖就業者数 ○ ○

◆人口増加数 ○ 漁港けい留施設の延長 ○

＜町村部生活保護受給者数＞ 漁業生産量 ○ ○

町村部生活保護受給世帯数 ○ ○ 漁港建設事業費 ○

児童扶養手当受給者数 ◇人口集中地区人口

◆道府県の児童相談所による受付件数 ＜人口１０万人以上の市の人口＞

＜肢体不自由児施設県内対象者数＞ 建設業者数 ○ ○

＜道府県営社会福祉施設在所者数＞ 可住地面積

◆道府県営社会福祉施設数 ○ ＜中核市の面積＞

＜知的障害者数＞ ◆空港滑走路面積

町村部面積 ○ ○ ◆都市公園面積

◆課税対象所得 ○ 都市計画区域面積

保健所設置市以外の人口 ○ ○ ＜用地取得面積＞

◆保健所設置市以外の人口増加数 ＜道路面積＞ ○

◇第２次及び第３次産業就業者数 ○ 道路延長 ○

◇０～４歳の人口 ○ ○ 河川延長 ○ ○

＜中核市の人口＞ 港湾けい留施設の延長 ○

＜総面積＞ ○ 港湾外かく施設の延長

＜保健所設置市の面積＞ ○ 土木関係普通建設事業費 ○

◆保健所設置市以外の面積 ○ ＜土木関係及び都市計画関係建設投資額＞ ○

自然公園面積 ＜土木関係普通建設事業費中の単独事業費＞

病院数 ○ ○ ◆土砂災害危険箇所数

＜病床数＞ ＜開発行為許可件数＞

飲食店数 ＜公共土木施設災害復旧費＞

産廃処理施設数 住民基本台帳人口 ○ ○

◆公害苦情件数 ○ ＜市部人口＞ ○

＜牛と畜検査頭数＞ ◆町村部人口 ○

＜住民基本台帳人口＞ ◇人口集中地区人口

＜人口１０万人以上の市の人口＞ ○ ＜昼間人口＞

◆昼間人口比率 ＜中核市の人口＞

＜第３次産業就業者数＞ ○ ＜建設主事の設置市の人口＞

◆第２次及び第３次産業就業者数の割合 ◆建築主事の設置市以外の人口

道府県立職業能力開発校の訓練定員 ○ ○ ＜人口増加数＞

＜労働組合数（単位労組）＞ ○ 公営住宅戸数 ○

事業所数 ○ ◆建築確認申請件数

＜県民所得＞ ＜住宅関係普通建設事業費＞ ○

工業製品年間出荷額

◆観光地入り込み客数

◆宿泊者数 ○
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道府県定員モデル説明変数の採用状況

※１ 表中の◇は、多重共線性を考慮して、今回の道府県定員モデルでは各項目の全体の人口に対する比率・ 

割合に置き換えをした。 

※２ 表中の◆は、今回新たに追加された説明変数候補である。 

※３ 表中の＜ ＞は、第８次で候補だったが、今回は説明変数候補としない。 
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(ⅱ) 回帰方程式の作成 

次いで、これらの説明変数候補のうち、多重共線性（注１）の存在する説明変数を除いた

後、統計分析ソフト“Ｒ”（注２）を使って、職員数と強い相関関係のある説明変数を採択

し、職員数と説明変数の回帰方程式を求めた。 

なお、今回作成したモデルでは、標準的な職員数を示す参考指標とするため、これま

での定員モデルで行っていた一次修正及び、二次修正は行っていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）複数の説明変数を採用した場合に、説明変数同士の間に強い相関が存在することにより、正確な回

帰分析結果が得られない現象。 

（注２）多数の説明変数候補の中から、最も相関性のある組合せを自動的に選択できる統計分析ソフト。 
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※ 過去の定員モデルと同様、統計的に職員数と強い相関関係のある説明変数を採択していることから、 

個別の地方公共団体が実際の職員配置において考慮している行政需要であっても、 

・当該行政需要が地方公共団体の個別的な事情による場合、 

・団体によって当該行政需要に対する取組みに大きな差異がみられるような場合、 

・当該行政需要が各部門の総職員数に与える影響が相対的に小さい場合 

等には、必ずしも説明変数として採択されないことに、留意が必要である。 
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 (2) 定員回帰指標  

「定員回帰指標」は、人口と面積の２つの説明変数のみで職員数を試算する簡素でわか

りやすい指標であり、住民説明に適した指標として重要な役割を果たす指標と考えられる

ことから、より活用が図られるよう、指標の充実を図ることとした。 

「定員回帰指標」は、普通会計部門の総職員数を対象としてきたが、教育、警察部門の

職員数の占める割合が大きい道府県に対して、これらの部門を除いた一般行政部門を対象

とする指標の情報提供を新たに行うこととする。 

一般行政部門は、地方公共団体が自主的に定員管理に取り組む余地が比較的大きいこと

から、各団体の取組状況をより表す指標になるものと考えている。今後、市町村分の情報

提供についても、検討を行うこととしている。 

 

人口と面積を説明変数とし、指定都市の有無を説明要素に加え、実職員数との多重回

帰分析を行うことにより、回帰方程式を求め、一般会計部門の平均的な職員数を表す指

標とした。 

○試算職員数 

試算値（一般行政部門職員数） 

＝ａＸ1（人口）  +  ｂＸ2（面積）  + ｃ（一定値） 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）指定都市が所在する道府県については、一部の権限が委譲されているため一定の考慮を行っている。 

（注２）補正Ｒ２は多重回帰分析において、多重回帰式のデータに対する精度の高さを示す尺度で、１に近 

づけば近づくほど精度が高い。 

ａ  ： 人口千人当たりの係数［各人口区分毎］、小数第三位を四捨五入。      

ｂ  ： 面積１ｋｍ
2
当たりの係数、小数第三位を四捨五入。 

ｃ  ： 一定値［各人口区分毎（権能差を反映）（注１）］、一の位を四捨五入。 

Ｘ
1
 ： 当該団体の人口（千人） 

Ｘ
2
 ： 当該団体の面積（ｋｍ

2
） 

 

 

（普通会計） 

（一般行政） 



Ⅳ 論点についての検討 

- 32 - 

 

【参考】職員数と人口の相関関係 

 

下図は、各地方公共団体の職員数（平成22年４月１日普通会計職員数）と人口（平成

22年３月31日住民基本台帳人口）の相関関係を、団体区分別に回帰方程式によって表し

たものであるが、いずれの団体区分でも両者は非常に高い相関関係あることがわかる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ｒ２は単純回帰分析において、単純回帰式のデータに対する精度の高さを示す尺度で、１に近づけば近づくほど精度が高い。 
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 (3) 類似団体別職員数の状況 －道府県人口10万人当たり職員数－  

① 趣旨等 

「類似団体別職員数の状況」は、これまで市町村を対象とし、既存の「類似団体」の枠

組みがない道府県に対しては、人口10万人当たりの普通会計職員数のみ情報提供を行って

きた。 

しかし、人口当たり職員数の“平均値”という手法は理解がしやすく、住民に対する説

明も容易であることから、道府県の中には、近隣団体の人口10万人当たり職員数の平均を

部門別で独自に算出し、他団体の職員数と比較する団体も見られる。 

また、本研究会としても、地方公共団体が自らの定員管理の状況を様々な観点から判断

できるよう複数の参考指標を情報提供することが望ましいと考えていることから、地域ブ

ロック別等の道府県人口10万人当たり職員数の部門別の状況を、新たに情報提供すること

とした。 

② 道府県人口 10万人当たり職員数の作成 

「道府県人口10万人当たり職員数」は、全道府県、地域ブロック別、人口規模別にグル

ープ分けし、グループに属する道府県の職員数と人口をそれぞれ合計し、グループごとに

人口10万人当たりの職員数の平均値を算出し、職員数を比較する指標である。 

普通会計部門の職員数を対象とし、『地方公共団体定員管理調査』による職員数、住民

基本台帳人口のデータを使用している。 

③ 単純値と修正値 

「類似団体別職員数の状況」と同様に、「道府県人口10万人当たり職員数」において

も、グループ内における全団体の単純な平均値（単純値）と、職員を配置している団体

のみの平均値（修正値）の両方を、グループ別の部門ごとに、それぞれ算出している。 

〔単純値〕 

グループごとの部門別に、グループ内における全団体の人口 10万人当たり職員数の平

均値を、単純値として算出している。単純値は、中部門又は小部門に職員が配置されて

いない団体について考慮なく集計し、平均値を算出している。単純値は、大まかに職員

の配置状況を把握する場合に適しており、算出式は次のとおりである。 

グループ別団体ごとの各部門別職員数の計 

グ ル ー プ 別 団 体 ご と の 人 口 の 計 

 

単純値による比較は、次の算式によりグループ別の職員数を算出し、当該団体の職員

数と比較することにより、各団体の定員の状況を把握するものである。 

当該団体の住民基本台帳人口 

 100,000 

 

 

単純値・・・ × 100,000 

当該団体の属するグループの単純値 × 
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〔修正値〕 

中・小部門ごとに職員を配置している団体のみを対象に、人口10万人当たり職員数の平

均値を、修正値として算出している。修正値は、中部門や小部門といった細かな配置状況

を把握する場合に適しており、具体的な算出式は次のとおりである。 

グループ別団体ごとの各部門別職員数の計 

 

 

 

修正値による比較は、職員を配置している中・小部門について、当該団体の職員数と次

の算式によって求められる職員数との比較を行う。 

当該団体の住民基本台帳人口 

100,000 

なお、修正値は、職員を配置している部門のみを対象に算出していることから、単純

値に比べ平均値が大きく出る。このような単純値と修正値の大小関係にも留意した上で、

実職員数とそれぞれの平均値との比較・分析等を行う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

× 100,000 修正値・・・ 
グループに属する団体のうち当該部門に 

職員を配置している団体のみの人口の計 

当該団体の属するグループの修正値 × 
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３ 参考指標を活用した定員の状況の公表 ～より住民にわかりやすく～ 

地方公共団体の人事行政の透明性を高め、住民の一層の理解と納得を得ることは今後定

員管理を進めていく上で、さらに重要な課題となっている。 

そこで、参考指標を活用した定員の状況の公表方法について、より住民にわかりやすい

ものとなるよう、検討を行った。 

(1) 「職員数等の現状・分析シート」の提供 

① 「 職員数の現状と取組シート」の見直し 

平成20年度から提供してきた「職員数の現状と取組シート」は、各地方公共団体に

おける定員管理の現状を、「定員回帰指標」、「類似団体別職員数の状況」、「５年

間（H17～H22）の取組」の３指標を用いて説明する様式として、本研究会が平成20年

度に試行的に提示したところであるが、「５年間（H17～H22）の取組」について、そ

の期間が終了したことから、指標の変更が必要となった。 

そこで、今回の研究会においては、この指標の変更にあわせて、「職員数の現状と

取組シート」の様式についても、より住民にわかりやすいものとなるよう見直しを行

うこととした。見直しに際しては、以下の点に留意したところである。 

・「職員数の現状と取組シート」の活用に向け、地方公共団体における意識も高まり

つつあることから、現行シートの様式を基本としつつ、より住民にわかりやすい様

式への変更を検討する。 

・シートに採用する指標は、定員管理に関する指標だけでなく、人事管理に関する指

標全般の中から、できるだけ住民にわかりやすいものを選定する。 

・指標は直近の数値だけでなく過去の推移を併せて示すとともに、各指標のわかりや

すい説明もシートに記載する。 

② 「職員数等の現状・分析シート」の概要 

以上の点を踏まえて、次のような変更・改良を加え、「職員数等の現状・分析シー

ト」（以下「新シート」という。）として新たに提供することとした。 

○ 定員管理に関する指標は、簡素でわかりやすい参考指標である「定員回帰指標」と

「類似団体別職員数の状況」を引き続き採用する。「定員回帰指標」は普通会計部門

対象の数値、「類似団体別職員数」は一般行政部門の数値を、それぞれ対象とした。 

○ 定員管理以外の指標として、給与水準を表す「ラスパイレス指数」を新たな指標と

して採用した。 

○「定員回帰指標」と「類似団体別職員数」、「ラスパイレス指数」の３指標につい

て、直近のデータと、過去５年間の取組の推移をあわせて、他団体との比較が可能と

なる様式とした。また、指標の概要について簡潔な説明も記載するなど、わかりやす

い内容となるよう配慮した。 
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③  新シートの活用 

新シートは、次のとおりである。 

新シートは公表を前提に提案したものであり、試行的な取組を進める中で、団体及

び住民からの意見も聞きながら、さらに良いものとなるよう検討を加えていくことと

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅰ）基礎データ 

  当該団体の人口、面積、職員数及び財政力指数を表記。 

（Ⅱ）①普通会計職員数の状況 

  人口、面積を用いた回帰分析による標準的な試算職員数と当該団体職員数との比較。 

（Ⅲ）②一般行政部門職員数の状況 

     人口 10万人当たりの職員数の現状。 

（Ⅳ）③給与水準 

     国の給与水準と対比させて算出したラスパイレス指数の値。 

（Ⅴ）各指標の算出方法 

三角形のそれぞれの頂点で示された①～③の指標の算出方法を記載。 

（Ⅵ）分析欄 

     各団体がそれぞれの指標の状況を分析・説明する欄 

 

 

 

 

（Ⅰ） 

（Ⅱ） 

（Ⅲ） （Ⅳ） 

（Ⅴ） 

（Ⅵ） 
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(2) 給与情報等公表システム 

各地方公共団体は、「地方公共団体給与情報等公表システム」を用いて、部門別職員数

や年齢別職員構成の状況等を公表しており、総務省のホームページを起点に、各団体の

定員の状況が容易に確認できる。 

様式については、社会情勢等の変化を反映し、必要に応じて変更を加えており、住民

が必要とする情報をわかりやすく提供することに努めている。 

なお、平成 22年度も、記載様式の一部を変更し、“職員数の推移”を追加している。 

【変更箇所】 

○ 職員数の推移（平成 22年度追加） 

直近６年の職員数の状況について、部門毎に過去５年間の増減数（率）を記載し、

各団体の定員管理の取組状況の比較を可能にしている。 
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Ⅴ 今後の課題 

各地方公共団体においては、厳しい財政状況の中、部門ごとの課題とともに、個別団体ご

との課題も一層多様になっており、業務と職員数とのバランスを自ら考え、引き続き、主体

的に適正な定員管理に取り組むことが重要である。 

このような地方公共団体の取組に資するため、当研究会においては、引き続き参考指標や

指標を活用した定員管理の公表のあり方について検討が必要と考えている。 

今後、検討が必要と考えられる主なものは以下のとおりである。 

(1) 参考指標の充実 

① 「定員モデル」 

今回の研究会では、道府県の「定員モデル」の改定を行ったところであるが、市町村

の「定員モデル」についても、団体等の意見を踏まえ、改定の検討を行うことが必要と

考えられる。改定に当たっては、近年の行政需要の変化等も勘案し、最新の統計数値を

用いて更新を行うことに留意することとしている。 

② 「定員回帰指標」 

今回の研究会では、道府県の「定員回帰指標」について、一般行政部門の職員数を対

象とした指標を新たに作成したところであるが、市町村についても、一般行政部門の職

員数を対象とした指標の作成の検討を行うことが必要と考えられる。 

(2) 参考指標の活用 

① 各参考指標の周知 

道府県に対して、新たに「定員モデル」、「定員回帰指標（一般行政部門）」、地域

ブロック別及び人口規模別等の「人口 10万人当たり職員数」の情報提供を開始したとこ

ろであるが、活用に向けて各団体にさらに周知を図ることが必要である。 

② 「職員数等の現状・分析シート」（新シート） 

記述のとおり、新シートは公表を前提に提案したものであり、試行的な取組を進める

中で、団体及び住民からの意見も聞きながら、さらに良いものとなるよう検討を加えて

いくこととしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

おわりに 

 

本研究会では、これまで「定員回帰指標」、「類似団体別職員数」の提供等を

通じ、地方公共団体の定員管理の取組を支援してきたところです。今回、これら

の指標とともに、「定員モデル」の情報提供を６年ぶりに再開することにより、

地方公共団体の定員管理の推進にさらに資するものと考えています。 

また、参考指標を用いた公表の方法として、「職員数の現状と取組シート」を見

直し、新たに「職員数等の現状・分析シート」を提案しました。新シートでは定

員管理に関する指標（「定員回帰指標」、「類似団体別職員数」）に、給与に関する

指標(「ラスパイレス指数」)を加え、さらに、分析欄を設けることにより、各団

体がそれぞれの指標の状況を幅広い観点から説明ができ、住民にわかりやすいも

のとなるよう配慮しました。新シートは、公表を前提に提案したところであり、

試行的な取組の中で、地方公共団体等からの意見も参考にして、さらに良いもの

となるよう検討を続けていきたいと考えております。 

なお、参考指標は“あるべき水準”を示したものではなく、定員の現状を客観

的に示したものであり、活用に当たっては、地域住民のニーズや行政サービスの

違いにも留意することが必要です。 

各地方公共団体においては、地域の実情を踏まえつつ、行政サービスと職員数

のバランスについて、自ら考えることが重要です。本書を適正な定員管理を進め

るに当たっての参考資料として、ご活用いただければ幸いです。 

 

 

平成 23年３月 

地方公共団体定員管理研究会  

座 長  西村 美香 

 



 

 

地方公共団体定員管理研究会構成員名簿 

 
敬称略 五十音順 

 

座 長  西村 美香 （成蹊大学法学部教授） 

 

委 員  浅羽 隆史 （白鴎大学法学部教授） 

 

〃   阿部 正浩  (獨協大学経済学部教授） 

 

〃   原田 久  （立教大学法学部教授） 

 

〃   松森 繁  （神奈川県総務局組織人材部人材課長） 

 

〃   三上 重治 （川口市総務部行政管理課長） 

 

〃   三宅 衛  （静岡市経営管理局行政管理部人事課長） 
 

 

 

 

                       役職名は就任時点 

 

 
堀 井  巌 （総務省自治行政局公務員部給与能率推進室長）（平成２２年７月１０日から） 

 
原  邦 彰 （総務省自治行政局公務員部給与能率推進室長）（平成２２年７月９日まで） 

 
下 瀬  謙 （総務省自治行政局公務員部給与能率推進室定員給与調査官） 
 
谷口  賢行 （総務省自治行政局公務員部給与能率推進室課長補佐） 
 
甘利 英治 （総務省自治行政局公務員部給与能率推進室定員管理係長） 
 
山本 真吾 (総務省自治行政局公務員部給与能率推進室事務官） 
 
太田 昌宏 (総務省自治行政局公務員部給与能率推進室事務官）（平成２２年１０月１日から） 
 
金田 健一郎 （総務省自治行政局公務員部給与能率推進室事務官）（平成２２年９月３０日まで） 
 

 

 



 

 

平成２２年度地方公共団体定員管理研究会審議経過 

 

第１回  平成２２年７月９日（金） 

      ・地方公務員数の現状と概要 

・参考指標等についての概要 

 

第２回  平成２２年８月９日（月） 

・地方公共団体からの報告 

（神奈川県、静岡市、川口市） 

 

第３回  平成２２年１０月１日（金） 

・参考指標に関する意見交換 

・論点整理 

 

第４回  平成２２年１２月２７日（月） 

・参考指標の情報提供の考え方 

・参考指標の充実 

 

第５回  平成２３年２月２５日（金） 

      ・参考指標を活用した定員の状況と公表 

      ・報告書取りまとめ 
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　　　　　　試算値＝ａX１＋ｂX2＋c

団体区分
人口係数

（a）
面積係数

(b)
一定値

(c)

（23） 9.2 4,100

（９） 7.7 7,300

（６） 7.7 7,200

（８） 7.3 12,600

（19） 6.8  0.20   140

（40） 5.8  0.26   190

（41） 5.9  0.73   30

（23） 5.0 － 850

５万人未満 （102） 6.5 50

５～10万人 （129） 5.5 100

10～15万人 （50） 5.5 100

15万人以上 （35） 5.2 180

５万人未満 （148） 7.2 50

５～10万人 （139） 6.2 100

10～15万人 （58） 6.2 100

15万人以上 （22） 5.9 180

0.5万人未満 （224） 12.2 13

0.5～1.0万人 （211） 8.6 25

1.0～1.5万人 （109） 5.8 54

1.5～2.0万人 （91） 5.8 54

2.0万人以上 （143） 5.1 69

0.5万人未満 （３） 14.4 12

0.5～1.0万人 （29） 10.8 23

1.0～1.5万人 （42） 8.0 53

1.5～2.0万人 （39） 8.0 53

2.0万人以上 （47） 7.3 68

0.16

（注１）一部事務組合等相当職員数を反映した職員数を用いて比較。

（注２）20,000人未満の市は面積の上限を200k㎡とする。50,000人未満の市は面積の上限を500k㎡とする。

（注３）5,000人未満の町村は面積の上限を200k㎡とする。10,000人未満の町村は面積の上限を400k㎡とする。

0.12

市
（注１）

0.26

合
併

0.34

平成22年度　定員回帰指標（普通会計）　試算式

 0.26   

道
　
府
　
県

人口等区分　　（団体数）

町
村
（注１）
（注３）

170万人未満

170～500万人

170～500万人（指定都市有）

500万人以上

非
合
併

合
併

中核市

指定都市

特別区

特例市

一
般
市
（注2）

非
合
併

Ｘ1 ： 当該団体の人口（千人）

Ｘ2 ： 当該団体の面積（ｋｍ2）

ａ ： 人口千人当たりの係数［各人口区分毎］

ｂ ： 面積１ｋｍ2当たりの係数

ｃ ： 一定値［各人口区分毎（権能差も反映）]

資 料 ２ 



 

 

 

 

 

人口区分
人口係数
（a）

面積係数
(b)

一定値
(c)

　170万人未満 0.84 0.08 2,140

　170～500万人 0.55 0.08 2,900

　170～500万人（指定都市有） 0.55 0.08 2,820

　500万人以上 0.22 0.08 5,770

鳥取県 104.6 99.9

島根県 104.7 104.6

高知県 104.1 104.0

徳島県 104.8 101.4

福井県 93.0 100.6

佐賀県 102.3 105.5

山梨県 95.6 101.3

香川県 88.1 94.0

和歌山県 104.9 104.1

富山県 102.2 96.0

秋田県 90.9 90.0

宮崎県 103.0 97.3

石川県 99.7 94.5

山形県 110.1 97.9

大分県 106.0 98.5

岩手県 90.0 95.5

滋賀県 86.4 96.4

青森県 101.2 100.5

沖縄県 112.9 113.9

奈良県 89.4 86.7

長崎県 116.7 113.0

愛媛県 101.9 102.5

山口県 104.2 102.5

鹿児島県 117.7 107.8

熊本県 101.3 97.4

三重県 100.6 97.6

岡山県 91.6 96.2

栃木県 101.7 98.8

群馬県 88.5 97.1

福島県 106.9 102.0

岐阜県 85.7 93.3

長野県 101.9 99.4

宮城県 103.6 100.8

新潟県 116.7 107.3

京都府 91.2 101.3

広島県 93.2 95.1

茨城県 102.9 105.4

静岡県 103.6 98.4

福岡県 109.1 99.7

北海道 102.8 99.8

兵庫県 93.4 101.1

千葉県 94.1 100.2

埼玉県 94.3 92.7

愛知県 112.8 104.1

大阪府 106.1 108.6

神奈川県 94.6 93.1

170万人未満

170～500万人

500万人以上

※各指数は、試算職員数を100としたときの各団体職員数

　　   対象部門
 団体名

人口区分 一般行政 普通会計

＜道府県一般行政部門＞ 

（参考）道府県における定員回帰指標の一般行政部門と普通会計との指数比較 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 ３ 

 

 

【ブロック別の例】 

【人口規模別の例】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 ４ 

 

 

○神奈川県の定員管理の状況
・全国に先駆けて行革に取り組んでおり、人口10万人あたりの職員数が全国一少ない
・未だ人口が増加傾向にあり、警察、教育部門の職員数を確保する必要があり、一般行政
部門で職員数削減を進めても、全体の職員数の削減は困難

・警察、教育部門の割合が88％を占め、一般行政部門の行革が反映されにくい

○集中改革プランにおける取組
・市町村への権限移譲（相模原市の政令指定都市移行、保健所業務の藤沢市への移管等）
・指定管理者制度の導入、庶務事務のアウトソーシングなど民間活力の活用
・出先機関の再編
・県立病院の地方独立行政法人神奈川県立病院機構移行（平成22年 4月）

１ これまでの定員管理計画について

２ 今後の定員管理計画について

平成21年10月に策定した「県庁改革基本方針」に基づき改革を具体的に推進するため、平成21年度から22年度までを期間とした「改革
戦略プラン」を平成22年２月に策定。
この改革戦略プランにおいて、「知事部局職員数を500人削減。他任命権者も同一の歩調で削減（教員、警察官を除く。）。（対21年度当
初比）」という数値目標を掲げて、民間活力の活用、組織再編や施策・事業の見直しなどにより、引き続き職員数の削減を進める。

職員数（始期） 職員数（終期）

8,311人 7,190人

16,453人 16,743人

47,748人 47,718人

3,415人 3,226人

75,927人 74,877人

計画の具体的内容

始期 終期

教育部門 ▲30人、▲0.1％

公営企業部門

対象としている
部門等

計画期間

▲189人、▲5.5％

総　　数 ▲1,050人、▲1.4％

数値目標の状況

一般行政部門

H21.4.1 H22.4.1

▲1,121人、▲13.5％

警察部門 ＋290人、＋1.8％
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